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●

新規 計画変更 軽微な変更

適合判定手数料 適合判定手数料
軽微な変更該当証明書の

交付手数料

300㎡未満 95,000円 47,000円 47,000円

300㎡以上 155,000円 78,000円 78,000円

300㎡未満 239,000円 120,000円 120,000円

300㎡以上 384,000円 192,000円 192,000円

一戸建て（200㎡未満） 39,000円 19,000円 19,000円

一戸建て（200㎡以上） 43,000円 21,000円 21,000円

共同住宅等（300㎡未満） 78,000円 39,000円 39,000円

共同住宅等（300㎡以上） 126,000円 63,000円 63,000円

一戸建て（200㎡未満） 30,000円 15,000円 15,000円

一戸建て（200㎡以上） 32,000円 16,000円 16,000円

共同住宅等（300㎡未満） 59,000円 30,000円 30,000円

共同住宅等（300㎡以上） 95,000円 47,000円 47,000円

・住宅と非住宅の複合建築物については、住宅部分の床面積に応じた金額と、非住宅部分の床面積に応じた金額の合計

建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料

鹿屋市エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料一覧表

区分 延べ面積

住宅

標準計算法

標準入力法

非住宅

モデル建物法

【注意事項】

・建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料は棟単位の手数料です。（床面積の合計ではありません。）

仕様・計算
併用法


